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２008年の調査にもとづく市町村に
おける豪雨防災情報活用の課題
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Abstract

 This paper discusses the relationship between regional characteristics and disaster 
prevention systems at municipality offices based on a questionnaire survey. Data were 
gathered from １２４４ municipality offices in December ２００８ . Fifty-eight percent of the 
offices published a flood hazard map. This rate showed a great increase compared with 
the ２５．７% rate of ２００５ . The publication rate of flood hazard maps was high in big 
cities (８９．７%), but low in villages (２８．４%). The rates were similar for municipalities 
that held briefing sessions for public about hazard maps About evacuation order by 
municipality offices,“evacuation order should be announced positively”(activeness group) 
was ６７．６%,“evacuation order should be announced carefully”(conservative group) was 
３２．４%. An activeness group was ８１．４% in big cities, but ６０．０% in villages. The 
result indicated that big cities were more active in disaster prevention measures. Small 
municipality offices have few professional staff members. It is therefore important for 
government or prefectural offices to provide support to small municipality offices.
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１．はじめに
　近年，洪水ハザードマップや，リアルタイム雨
量・水位情報等の豪雨防災情報整備が急速に進み
つつある。これは，１９９０年代後半以降の情報通信
技術や，観測・予測技術の進歩などとともに，
２００１年の水防法改正による洪水ハザードマップ作
成（浸水想定区域の公表）の事実上の義務化など，
制度面の変化（国土交通省河川局治水課，２００５；
国土交通省社会資本整備審議会河川分科会，
２００５）も背景となっている。しかし，これらの情
報が防災の現場において十分認知され，活用され
ているとは必ずしも言えない。例えば，２００３年に
熊本県水俣市で発生した土石流災害の際には，県
が観測した雨量情報が伝達過程で途切れて市役所
に届かなかったことや，リアルタイム雨量情報の
存在を市役所が把握しておらず防災活動に活かさ
れなかったことなどが指摘された（人と防災未来
センター，２００３）。また，情報整備が進む中でも，
災害対応の最前線行政機関である市町村役場と，
現場の住民との間での連携が十分でないといった
指摘も少なくない（村上・杉尾，２００７）。
　市町村役場の防災体制に関しては既にいくつか
の研究例があり，特に地震を中心とした大規模災
害の発生後，あるいは復旧復興過程の対応に着目
した研究がいくつか見られる（たとえば，太田ら，
２０００；小関・佐賀，２０００；佐賀・小関，２０００；大
関ら，２００３；東田ら，２００５）。地震災害と異なり，
豪雨災害においては発生前に種々の情報が発表さ
れ，それらを活用すれば人的被害を中心とした被
害軽減をはかることが期待できるという特徴があ
る。したがって，豪雨災害時の市町村役場の対応
に関しては地震災害と異なる観点からの検討が必
要だが，この点に着目した研究はまだ多くない。
たとえば，高橋ら（２００５）は避難勧告基準の設定
や雨量情報端末の導入が進んでいないことを指摘
しているが，このような点に関しては急速な変化
が生じており，経年的な調査を行うことも重要で
ある。また，児玉ら（２００９）が指摘する，土砂災
害警戒情報や河川水位情報などの整備された情報
が，避難勧告に必ずしも結びつかないといった問
題も顕在化しつつある。

　豪雨防災情報の活用を図るためには，整備が進
んでいる防災情報の認知度や，活用の実態を把握
し，その課題を抽出していく必要がある。筆者ら
はこの問題意識にもとづき，防災情報の利用者で
あり同時に住民に対する直接的な提供者でもある
市町村の防災担当者を対象としたアンケート調査
をこれまでに数回実施し（牛山ら，２００３；牛山，
２００６；牛山ら，２００６），次のような結果を得てき
た。
（１） 既に整備されているリアルタイム雨量・水位

情報の存在を認知していない市町村が無視で
きない程度存在する。

（２）災害を経験した地域では災害に対する危険度
認知が高まり，その後の対策が進む傾向があ
るが，非経験地域にはその影響が波及しにく
い。

（３） ハザードマップの作成率は高まりつつある
が，作成後のフォローアップ，web等を利用
した普及，災害時の利活用などが必ずしも十
分ではなく，利活用が大規模自治体に限定さ
れている可能性が示唆される。

（４）避難勧告等が災害発生後に出されるケースも
珍しくなく，特に災害経験の少ない市町村で
避難勧告発令をためらう傾向が示唆される。

　（１）や（３）の結果は，情報環境の整備などに
伴い年々変化することが予想され，継続的な観察
を行う必要がある。また，小山（２００５）が地震災
害を中心に示唆しているように，各地域の自然条
件・社会条件が市町村の防災対応に影響を与えて
いる可能性があり，豪雨災害に関してもさらに多
くの角度からの検討も必要である。そこでこれら
の結果も踏まえ，２００８年末に同様な調査を実施し
た。本報ではまず，前回２００５年の調査と今回の調
査結果を対比する。その上で，主に豪雨による災
害を対象とし，各市町村が持つ自然・社会的属性
と，当該市町村の防災体制，防災に対する考え方
の関係を，特に豪雨防災情報の利活用の観点から
検討し，現代の市町村における防災情報活用の課
題を明らかにすることを目的とする。
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２．調査手法
　調査は全国市町村の防災担当者を対象とし，調
査票の郵送送付・郵送回収法により実施した。東
京都特別区は市と同等として扱うこととし，各区
に送付した。政令指定都市については各市１通送
付し，区への送付は行わなかった。調査票は２００８
年１２月２２日に送付し，回答は２００９年４月末到着分
で締め切った。調査対象は，２００８年１２月１日現在
で存在した１８０５市町村とし，有効回答は１２４４件，
回収率は６８． ９％であった。内訳は６０５市（回収率
７５．１％），５２６町（同６５．３％），１０７村（同５５．４％）， 
不明６である。
　今回実施した調査の結果（以下「２００８年調査」
とする）と対比する，２００５年に実施した調査（以
下「２００５年調査」）は，２００８年調査と同様に郵送送
付・郵送回収法で実施した。調査票は２００５年７月
１９日送付，同年１０月１１日到着分で締め切った。調
査対象は２００５年６月２０日現在に存在した２３９３市町
村とし，有効回答数は１０８９，回収率４５．５％であっ
た。内 訳 は３９９市（回 収 率５２．３％），５７９町（同
４４．５％），１１０村（同３３．４％），不明１である。
　なお，送付時には宛名を「××市役所防災担
当　御中」としたのみで，回答者や回答の方法に
ついての具体的な依頼はしなかった。したがっ
て，特に「考え方」に関わる回答は，当該自治体
を代表するものか，担当者の個人的な意見なのか
不明瞭な部分がある。市町村を代表する「認識」
や「考え方」を明確にするためには，当該市町村
住民を対象とした調査票調査等を行う方法が考え
られるが，全国を対象としてこのような調査を行
うことは容易ではない。本稿では，このような限
界が存在することは踏まえた上で，寄せられた回
答を便宜的に各市町村を代表する「考え方」であ
ると見なして検討を行った。

３．調査結果
３．１　リアルタイム雨量・水位情報に対する認知
　インターネット上のリアルタイム雨量・水位情
報として，「Yahoo!天気情報」，国土交通省管理の
「雨量観測所のデータ」（以下「川の防災情報（雨
量）」），「全国一級河川流域等の河川水位観測所の

リアルタイム水位データ」（以下「川の防災情報
（水位）」），都道府県庁が整備している雨量・水位
を一般向けに公開しているページ（以下「県の雨
量水位情報」）の４種類を提示し，これらのページ
を見たことがあるか尋ねた（図１）。なお２００５年調
査では，「県の雨量水位情報」についてのみ自治体
ごとに整備状況が異なるという理由から，選択肢
の「今回のアンケートで初めてその存在を知った」
の代わりに「当都道府県ではそのようなページは
整備されていない」という選択肢を設けた。図２
ではこの選択肢の比率を「今回のアンケートで初
めてその存在を知った」として示している。
　「日常的によく見ている」，「見たことはある」の
合計を認知率とすると，「Yahoo!天気情報」の認
知率は９２．８％となる。また「県の雨量水位情報」
と「川の防災情報（雨量）」はそれぞれ８６．９％，
８６．３％となっており，もっとも低い「川の防災情
報（水位）」でも８１．２％と，いずれも８割以上の認
知率を示している。
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図１　リアルタイム雨量・水位情報の認知状況
（２００８年調査）

図２　リアルタイム雨量・水位情報の認知状況
（２００５年調査）
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　２００５年調査と比較すると，「Yahoo!天気情報」
の認知率はもともと９割を超えているため大きな
変化は見られないが，「川の防災情報」については
水位が１９．７％，雨量が１６．６％上昇している。「県の
雨量水位情報」も認知率の増加がみられる。２００５
年調査と比較して，リアルタイム雨量・水位情報
の認知率は全体的に向上している。また２００５年調
査では，全国規模のサービスであり，広域の情報
を得られる「川の防災情報」より「県の雨量水位
情報」の認知率の方が高かったが，２００８年調査で
はその差が縮まり，特に「川の防災情報（雨量）」は
「県の雨量水位情報」とほぼ同等の認知率となって
いる。

３．２　豪雨災害関係のハザードマップ整備状況
　豪雨災害に関するハザードマップの整備状況を
把握するため，「シミュレーションに基づき浸水予
測図・浸水深等を記載した地図」，「過去の洪水時
に記録された浸水深を地図上に表記したもの」，
「土石流危険渓流や急傾斜地崩壊危険区域を地図
上に示したもの」，「土砂災害防止法に基づく警戒
区域・特別警戒区域を地図上に示したもの」の４
種類を提示して，それぞれについて作成の有無を
尋ねた。なお，ここでは前者２種類を「洪水ハ
ザードマップ」とし，後者２種類を「土砂ハザー
ドマップ」として集計した（図３）。

　今回の調査では「洪水ハザードマップ」を作成
している市町村が７２１（５８．０％），洪水土砂いずれ
かのハザードマップを作成しているのは８９７市町
村と７割を越えている。対して２００５年調査におい
ては「洪水ハザードマップ」作成の市町村は２８０ 
（２５．７％）となっており，ここ３年で明らかに作成
率が上昇している。また，　６割近くあった「未作

成」市町村が３割以下まで減少しており，ハザー
ドマップを作成していない市町村の方が少数派と
なっている。
　次に，上記４種のハザードマップのいずれかを
作成していると回答した市町村に対し，そのハ
ザードマップを発行した年（初版および現行版）
を，自由回答形式で記入を求めた。現行版が初版
である場合は，現行版と初版発行年が同一である
ものとして集計し，現行版は８５５，初版は８０３の有
効回答を得た（図４）。

　２０００年以前に初版発行のハザードマップは少な
く，全体の１割にも満たない。２００１年からやや増
加傾向にあり，２００４年・２００６年では前年と比較し
て大幅な増加が見られた。２００６年以降は毎年１５０ 
前後の市町村が新たにハザードマップを発行して
いる。
　この変化の背景としては，水防法の改正による
影響などが考えられる。２００１年の水防法改正で
は，国や県による指定河川の「浸水想定区域」を
指定することが盛り込まれた。浸水想定区域を有
する市町村は，洪水時の円滑かつ迅速な避難の確
保を図るために必要な事項について，住民への周
知に努めるよう定められ，この「円滑かつ迅速な
避難の確保を図るための措置」の１例として，国
土交通省はハザードマップを挙げており，事実上
洪水ハザードマップ作成の努力義務が課せられた
と考えられる。２００５年に行なわれた水防法改正で
は，浸水想定区域の指定対象が中小河川にまで拡
大され，「浸水想定区域をその区域に含む市町村の
長は，市町村地域防災計画において定められた事

８４ 

図３　ハザードマップ作成状況の比較

図４　ハザードマップの発行年
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項を住民に周知させるため，これらの事項を記載
した印刷物の配布その他の必要な措置を講じなけ
ればならない」（水防法１５条４項）とされ，明確に
ハザードマップ作成が義務付けられたと言える。
これら水防法改正により，洪水ハザードマップと
無縁な市町村が大幅に減少し，作成率の上昇につ
ながったものと思われる。
　ハザードマップ作成後のフォローアップの有無
について尋ねた結果が図５である。ここでのフォ
ローアップとは，ハザードマップに関しての住民
向け説明会・講習会・学習会などの実施を指す。
「作成時に実施したのみ」，「定期的に実施してい
る」の合計を「行なった」とし，「現在実施を計画
中」，「他機関が実施している」，「これまでに実施
の実績はなく，今後もその予定はない」を「行なっ
ていない」とした。

　「行なった」の割合は２００５年調査と比較してやや
増加しているが，　６割が「行なっていない」と回
答している。説明会を行なうことで必ずしも効果
が得られるとは限らないが，ハザードマップを作
成してもフォローアップを実施していない市町村
が多数を占めるのは望ましいことではない。　

３．３　地域防災に対する考え方
　２００８年調査では，あらたに地域防災に関する論
点に対する考え方についての質問を設けた。この
質問では，まず説明文として「災害情報を活用し
た地域防災については，いくつか異なった考え方
があります。以下ではいくつかの論点について，
それぞれ二つの考え方を挙げます。どちらかと言
えば，「１」と「２」のどちらに賛成されますか」
と述べ，それぞれ図６～９に示す２つの選択肢を

挙げた。　
　避難勧告や避難指示について尋ねた結果（図６），
「避難勧告や指示は，『空振り』に終わってもよい
から，できるだけ積極的に出すべきである」とい
う回答が６７． ６％にのぼった。避難勧告・指示を出
したが結果的に被害が出ないという状況になって
もよいので積極的に出すべきだ，と考えている市
町村，いわば「積極派」が多数を占めている。一
方「『空振り』が許容されないので，できるだけ慎
重に出すべきだ」とする「慎重派」は３２． ４％となっ
ている。

　災害時の住民による避難判断については（図７），
「災害時の避難は，最終的には住民が判断すべき
であり，行政の仕事はそれをサポートすることで
ある」と考えている割合が５３．４％とやや多いが，
「行政が責任を持って判断すべきであり，住民は
行政を頼りにしてほしい」という意見も４６．６％と
両者に大きな差は見られない。

８５

図５　フォローアップ実施の有無

図６　避難勧告・避難指示の発令について

図７　災害時の住民による判断について
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　ハザードマップの作成・公開・普及については
（図８），８７．４％が，「ハザードマップには，様々な
メリットがあるので，積極的な作成，公開，普及
を進めるべきだ」と考えており，大半がその利点
を重視していると言える。

　防災担当職員については（図９），「他領域にも
精通したジェネラリストを置くことが望ましい」
と考える回答がやや多い５６．１％となった。筆者の
これまでの災害に関する行政機関での各種調査の
経験では，市町村や都道府県の防災業務は技術系
職員ではなく一般行政職が担っている場合がほと
んどであり，ここでいうジェネラリストが配置さ
れている。しかしエキスパートを求める声も４割
以上見られた。

３．４　市町村規模との関係
　災害情報の利活用には，様々な地域属性が関係
していることが予想される。ここではまず，最も
基本的な属性として市町村規模との相関を検討し
た。市町村規模は，「政令指定都市等」，「一般の
市」，「町」，「村」という４分類とした。「政令指定
都市等」は，政令指定都市，東京都特別区，中核
市，特例市の合計である。ここで４分類としたの
は，「市」の規模が人口の面から見て大都市から小
都市まで多岐にわたっているためである。また，
「政令指定都市等」にまとめたのは，各分類に属す
る回答数に極端な差を生じさせないためである。
　まず「洪水ハザードマップ」作成率と自治体規
模の関係を図１０に示す。作成率は自治体規模が大
きくなるにつれて高くなっている。もっとも作成
率の高い政令指定都市等では８９．７％となってお
り，約９割が作成しているが，村は２８．４％と３割
以下にとどまっている。一般の市は約７割，町は
約５割であった。２００５年調査でも，自治体規模が
大きくなるほど作成率が高くなっている。個々の
作成率を比較すると，どの自治体規模でも２００５年
調査時点より明らかに増加している。また，増加
率に関しても市が最も大きく次いで町，村となっ
ているため，ここ数年で洪水ハザードマップの作
成率は全体的に向上しているが，自治体規模によ
る差は埋まっていないことが読み取れる。
　ハザードマップ作成後のフォローアップ実施の有
無について，自治体規模別に集計した結果を図１１
に示す。フォローアップ実施の有無も，ハザード
マップの作成率と同様に自治体規模が大きくなる
につれて実施率が高くなっている。最も実施率の
高い政令指定都市等で５８．３％，次いで一般の市が
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図８　ハザードマップの作成・公開・普及につ
いて

図９　防災担当職員について

図１０　自治体規模別洪水ハザードマップ作成率
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４６．３％となっている。政令指定都市等が６割程度
実施している一方で，町村は共に３割程度にとど
まっている。なお，人口の多い自治体と少ない自
治体では，　１回のフォローアップを実施したとし
てもその機会に接することができる住民の比率が
異なるなど，「フォローアップ」の意味が異なるこ
とも考えられるが，この調査では，実施回数は尋
ねていないため，この点についての詳しい議論は
できない。
　規模が大きい自治体ほど，ハザードマップの作成
率，マップ作成後のフォローアップ実施率が共に高
くなっている。３． ３で述べたように，大多数の自治
体がハザードマップの利点を認めており，積極的に
作成・公開・普及すべきだと考えているが，このよ
うに自治体規模により作成率に差が見られるのが現
状である。また，フォローアップの実施は，作成し
たマップを十分に活用し効果を得る手段のひとつで
あり，有効な活用方法を検討する場としても意義が
あると言える。今後ハザードマップを防災ツールの
一つとして，より普及させ活用していくためには，
こういった自治体規模による差を埋めていく必要が
ある。ハザードマップの作成やフォローアップの実
施には専門的な知識や技術が必要であるため，人材

不足といった理由からこのような差が生じている可
能性が考えられる。こういった差を埋めるために
は，市町村といった枠組みによらず，都道府県や流
域単位といった，より広域での取り組みや支援が必
要であると思われる。
　次に３． ３で示した地域防災に関する考え方と自
治体規模との関係について検討した。まず，避難
勧告・指示についての結果を自治体規模別に集計
した結果が図１２である。「積極派」は自治体規模が
大きいほど割合が高くなっていることが分かる。
政令指定都市等では「積極派」が８１．４％を占める
のに対し，村では６０．０％となっている。
　また，避難の判断については（図１３），「災害時の
避難は，最終的には住民が判断すべきであり，行
政の仕事はそれをサポートすることである」という
「住民判断」派の割合が，自治体規模が大きくなる
につれて高くなっている。政令指定都市等では「住
民判断」派が６５．６％だが，村では「災害時の避難は，
行政が責任をもって判断すべきであり，住民は行
政の判断を頼りにして欲しい」という「行政判断」派
が５７．８％と多数派が逆転している。
　ハザードマップに対する考え方の自治体規模別
に集計結果を図１４に示す。ハザードマップを積極
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図１１　自治体規模とフォローアップ実施の有無

図１２　自治体規模と避難指示・勧告に対する考
え方

図１４　自治体規模とハザードマップに対する考
え方

図１３　自治体規模と避難判断に対する考え方
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的に作成・公開・普及をすべきだという意見は全
体的に多数を占めるが，最も積極派の割合が大き
い一般の市では９割程度，割合が１番少ない村は
８割以下と，自治体規模が小さい方がハザード
マップ作成・公開・普及に対して慎重な姿勢をみ
せる割合がやや大きくなるといえる。
　避難勧告・指示を積極的に出すべきだ，と考え
る割合は，自治体規模が大きいほど高い。また，
最終的な避難判断は住民がすべきだ，と考える割
合も同様である。規模の大きい自治体は人口が多
く，役場のみで自治体全体の危険性を完全に把握
し，正しい判断をして末端まで指示を下すことは
やや困難であると考えられる。実際の災害時に
は，避難する住民自身が判断せざるを得ない状況
に置かれることも想定される。ある程度は住民に
判断を委ねる必要性があるため，大規模自治体ほ
ど住民判断派の割合が高い，と読み取ることが可
能である。住民に判断を委ねる以上，少しでも被
害が及ぶ危険性がある場合は情報源として積極的
に避難勧告・指示を出し，避難判断に役立てても
らうべきだという意識が，「積極派」の割合を高め
ている，という可能性が考えられる。一方で小規
模自治体は，規模の大きい自治体と比較して，被
災現場となる自治体内各地域の状況が把握しやす
いことから，行政判断に委ねて欲しい，という考
えが多くなり，避難勧告・指示を出すことに対し
てやや慎重な姿勢になる要因となっていると考え
られる。これらの背景は推論の域を出ないが，自
治体規模により避難勧告・指示に対する考え方に
違いがあることは明らかであり，この関連性につ
いては今後探っていく必要性がある。

３．５　災害経験との関係
　災害経験の有無が防災対応行動などに影響を与
えることはよく知られており（たとえば高尾ら，
２００２；及川・片田，１９９９など），市町村という地域
を代表する組織単位でも同様な傾向が存在するこ
とが予想される。そこでここでは，災害経験に関
する地域属性を表す指標として，「最近約２０年間（平
成元年以降）に，洪水もしくは土砂災害によって，
避難指示・または避難勧告を行ったことがあります

か」と尋ねた。ここでは複数回答ではなく，回答時
点からの直近の避難指示・勧告経験を行なった年の
記入を自由回答形式で求めた。この結果と，避難
指示・勧告に対する考え方の関係を図１５に示す。
避難指示・勧告を積極的に出すべきだと考える市
町村の割合は，経験の有無に関わらず過半数を占
めるが，経験ありの市町村の方が積極派の割合が
やや大きくなっている。
　次に，避難指示・勧告経験の有無と，避難判断
に対する考え方の関係を図１６に示す。避難判断は
最終的に住民がすべきである，と考えているの
は，避難指示・勧告の経験がある市町村で６３．０％，
経験が無い市町村で４７．７％と，経験ありの市町村
の方が住民判断を支持する割合が高かった。
　避難指示・勧告経験の有無とハザードマップに
対する考え方の関係を図１７に示す。ハザードマッ
プを積極的に作成・公開・普及すべきと考えてい
る市町村は３．３でも述べたとおり大多数であり，
避難指示・勧告経験がある市町村は８９．６％，経験
がない市町村は８６．０％とほぼ差は見られず，どち
らも９割近くがハザードマップの有用性を認めて
いる。
　このように，災害経験の有無と避難判断に対す
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図１５　避難指示・勧告経験の有無と避難指示・
勧告に対する考え方

図１６　避難指示・勧告経験の有無と避難判断に
対する考え方
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る考え方の間には，なんらかの関連性がある可能
性がある。実際に避難勧告・指示を出すという経
験をした自治体の方が，「住民判断派」の割合が高
いのは，災害時に役場が自治体全体の状況を把握
し，危険性を正確に判断することの難しさを知っ
た表れかもしれない。ただし，３．４で検討した自
治体規模と避難指示・勧告経験の関係（図１８）を
見ると，大規模自治体ほど避難勧告経験があると
いう傾向が見られる。３．４で指摘したように，大
規模自治体ほど避難指示・勧告の「積極派」が多
く，「住民判断派」が多いことを考えると，災害経
験の有無が避難判断についての考え方に影響する
因子となっているかどうかは，今後さらに検討の
必要がある。

４．まとめ
　近年，リアルタイム雨量・水位情報に対する認
知度はめざましく増加している。広域かつ詳細な
情報を得られる「川の防災情報」は９割以上の市
町村防災担当者に認知されるようになった。今後
は地域防災の現場で活かしていく方法を検討する
必要がある。すでに災害情報を一般の人が得るこ

とが難しいといった時代は終わりつつあり，一般
の人による情報に対する認知を高め，活用するこ
とを目指す段階に来ているといえる。
　ハザードマップの作成率は全体的に向上してい
るものの，小規模自治体ほど作成率が低く，作成
後のフォローアップ実施の有無にも同様のことが
言える。原因としては市町村役場における専門的
な人材不足の問題などが考えられ，今後，国や県
などによる支援が望まれる。
　地域防災に対する考え方に関しても自治体規模
による差が見られた。避難指示・勧告に対しては，
「避難勧告や指示は，「空振り」に終わってもよい
から，できるだけ積極的に出すべきである」とい
う「積極派」が全体の７割程度を占めるが，自治
体規模別に見ると，大規模自治体ほど「積極派」
の割合が高いという結果になった。避難の判断に
ついては意見が分かれており，差は見られない
が，自治体規模が大きくなるほど「災害時の避難
は，最終的には住民が判断すべきであり，行政の
仕事はそれをサポートすることである」という「住
民判断派」が多くなっている。ハザードマップに
ついては９割近くの市町村が積極的に作成・公開・
普及すべきだと考えているが，規模が大きい自治
体の方がやや積極派が多くなっている。このよう
に自治体規模と地域防災に対する考え方には何ら
かの関連性があると思われる。この関連性につい
ては今後更に検討していく必要がある。
　実際に避難勧告・指示を出すという経験をした
自治体の方が，避難勧告・指示の「積極派」，およ
び避難判断の「住民判断派」の割合が，いずれも
高くなったことも興味深い。仮に，実際に災害を
経験した自治体の意見の方がより現実に近いのだ
とすれば，避難勧告・指示は空振りを恐れず早期
に出すことが望ましく，避難行動を起こす判断は
行政からの指示を待つばかりでなく，住民自身の
判断が重要になると言えそうである。
　今回の結果からは，市町村の防災担当者レベル
においては，豪雨災害情報は，情報を整備し，認
知を進める段階から，情報の利活用を図る段階に
移行しつつあることが示唆された。情報提供者側
は情報を整備するだけにとどまらず，情報の受け
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図１７　避難指示・勧告経験の有無とハザード
マップに対する考え方

図１８　自治体規模と避難指示・勧告経験の有無
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手にどのように利用してもらうかまで考慮する必
要がある。また，小規模自治体でのハザードマッ
プ整備などの防災対応が進んでいないこと，災害
経験によって避難勧告に対する考え方に差が出て
いることなどを考慮すると，情報の利活用を進め
る上では，全国一律ではなく，地域特性を考慮し
た取り組みを目指すことも重要である。
　なお，この調査についての素集計表と概要報告
書は，http : //disaster - i. net / notes / ０９０８０３report . pdf
に公開してある。
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